
  

一 

合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
十
六
条
関
係
） 

 
 

 

防
衛
出
動
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
態
と
し
て
、
「
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発

生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る

明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
」
に
代
え
て
「
条
約
に
基
づ
き
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
我
が
国
の
防
衛
の
た
め
に
活
動

し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
そ
の
他
の
外
国
の
軍
隊
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
に

対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
」
を
規
定
す
る
こ
と
。 

第
二 

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

題
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

 

二 

目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 



 

二 

 
 

 

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
存
立
危
機
事
態
に
代
え
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
へ
の
対
処
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
及
び
こ

れ
を
武
力
攻
撃
事
態
等
に
含
め
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 

三 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

１ 

「
存
立
危
機
事
態
」
に
代
わ
る
「
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
」
に
つ
い
て
、
条
約
に
基
づ
き
我
が
国
周
辺
の
地
域
に

お
い
て
我
が
国
の
防
衛
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
そ
の
他
の
外
国
の
軍
隊
に
対
す
る
武
力
攻

撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
に
至
っ
た
事
態
を
い
う
旨
の
定
義
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

２ 

「
対
処
措
置
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
存
立
危
機
事
態
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
推
移
に
応
じ
て
実
施
す
る
措
置
に

係
る
部
分
を
削
り
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
推
移
に
応
じ
て
実
施
す
る
措
置
と
し
て
、

条
約
に
基
づ
き
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
我
が
国
の
防
衛
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
そ

の
他
の
外
国
の
軍
隊
に
対
す
る
武
力
攻
撃
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発

生
す
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
」
と
い

う
。
）
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
自
衛
隊
の
行
動
等
を
追
加
す
る
こ
と
。 



  

三 

 
四 

防
衛
出
動
に
係
る
国
会
の
承
認
を
求
め
る
場
合
の
情
報
の
提
供 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
の
二
関
係
） 

 
 

 
政
府
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
防
衛
出
動
を
命
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て

国
会
の
承
認
を
求
め
た
と
き
は
、
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
が
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
当
該
承
認
を
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
特
定
秘
密
を
含
め
、
必
要
な
情
報
を
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
で
き
る
限
り
提
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
を
含
む
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力

攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
等
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 

二 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

１ 

「
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
」
の
定
義
に
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び

財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
又
は
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
す
場

合
に
お
い
て
当
該
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
追
加
す
る
こ
と
。 



 

四 

 
 

２ 

「
武
力
攻
撃
災
害
」
の
定
義
に
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
に
よ
り
生
ず
る
人
的
又
は
物
的
災
害
を
追
加

す
る
こ
と
。 

 

三 

基
本
指
針 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
二
条
関
係
） 

 
 

 

基
本
指
針
に
、
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
の
想
定
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
十
四
条
等
関
係
） 

 
 

 

警
報
の
発
令
、
避
難
住
民
の
運
送
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
等
の
是
正
措
置
、
武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
等
の
措
置
に
関

し
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
に
つ
い
て
も
適
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

題
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 



  

五 

 
二 

目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
こ
の
法
律
の
目
的
に
つ
い
て
、
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
存
立
危
機
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
外
国
軍
隊

の
行
動
に
係
る
部
分
を
削
り
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
自
衛
隊
と
協
力
し
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
を

排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
措
置
等
に
つ
い

て
明
記
す
る
こ
と
。 

 

三 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

１ 

「
外
国
軍
隊
」
の
定
義
を
削
り
、
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
日
米
安
保
条
約
に
従
っ

て
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
又
は
自
衛
隊
と
協
力
し
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
を
排
除

す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を
実
施
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
を
い
う
旨
の
定
義
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

２ 

「
行
動
関
連
措
置
」
の
定
義
を
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
１
の
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
を
排
除

す
る
た
め
に
必
要
な
合
衆
国
軍
隊
の
行
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
合
衆
国
軍
隊
の

行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
対
処
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
そ
の
他
の
指
定
行
政
機
関
が

実
施
す
る
も
の
に
改
め
る
こ
と
。 



 

六 

 
四 

行
動
関
連
措
置
の
基
本
原
則
等 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
等
関
係
） 

 
 

 
行
動
関
連
措
置
の
基
本
原
則
、
合
衆
国
軍
隊
の
行
為
に
係
る
通
知
、
損
失
の
補
償
等
の
措
置
に
関
し
、
存
立
危
機
武
力

攻
撃
及
び
存
立
危
機
事
態
に
代
え
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
及
び
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
を
適
用
の
対
象

と
す
る
こ
と
。 

第
五 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 

「
対
処
措
置
等
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
が
実
施
す
る
自
衛
隊
と
協
力
し
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力

攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を
追
加
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

港
湾
施
設
の
利
用
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
措
置 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 
 

 

港
湾
施
設
の
利
用
に
関
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
措
置
に
関
し
、
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武
力
攻
撃
に
つ
い
て
も
適
用

の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

第
六 

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

題
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 



  

七 

 
 

 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

 

二 

停
船
検
査
等 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
六
条
等
関
係
） 

停
船
検
査
等
に
関
し
、
存
立
危
機
事
態
に
代
え
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
を
適
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

第
七 

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

題
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
こ
と
。 

 

二 

捕
虜
等
の
拘
束
措
置
等 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
等
関
係
） 

捕
虜
等
の
拘
束
、
抑
留
等
に
関
し
、
存
立
危
機
武
力
攻
撃
及
び
存
立
危
機
事
態
に
代
え
て
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
武

力
攻
撃
及
び
合
衆
国
軍
隊
等
防
護
事
態
を
適
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

第
八 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 



 

八 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
二
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

国
会
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣
が
防
衛
出
動
を
命
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
会
の
承

認
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
特
定
秘
密
を
含
む
情
報
の
提
供
を
受
け
る
国
会
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
の
日
ま
で
に
、
国
会
が
十
分
な
情
報
及
び
高
度
の
専
門
性
に
基
づ
い
て
当
該
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
国
会
法
の
改
正
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

経
過
措
置
等 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
項
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 

第
九 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


